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へき地医療支援病院の指定基準の一部改正について 

 

１ 背景 

  へき地診療所への医師派遣要望に対する未充足が続くとともに、医師少数区域の

医師数の減少が進むなど、へき地医療を取り巻く状況は厳しさを増していることを

踏まえ、へき地診療所へ医師を派遣する医療機関を拡大し、へき地における医療提

供体制を確保する必要がある。 

 

２ 改正内容（案） 

（１）へき地医療支援病院の指定を受けようとする病院が、へき地診療所及びへき地

医療拠点病院に対し、当該病院の常勤換算医師数の３％（以下「基準派遣数」と

いう。）を上回る人数の医師派遣を行うことについて、次のとおり改正する。 

ア 指定を受けようとする病院の開設者が開設している診療所から医師を派遣す

る場合、その数を派遣人数に算入できるようにする。 

この場合、派遣元の診療所の常勤換算医師数に２分の１を乗じて得た値を、

指定を受けようとする病院の常勤換算医師数に加えて基準派遣数を算出する。 

   （例） 

Ａ指定病院 常勤換算医師数 30人、派遣人数 0.9人の場合 

    Ｂ診療所  常勤換算医師数 ３人、派遣人数 0.1人の場合 

     ・基準派遣数 0.945人（＝(30人＋3人×1/2)×3％） 

     ・派遣人数  1.0人  （＝ 0.9人＋0.1人） 

 

イ 指定を受けようとする病院の開設者が開設している他の病院及び診療所から

派遣する医師を派遣人数に算入する場合は、指定を受けようとする病院から派

遣する医師の人数が過半数を占めるものとする。 

   （例） 

    派遣人数：計 1.7人(指定病院 0.9人、他の病院 0.6人、診療所 0.2人)→○ 

    派遣人数：計 1.1人(指定病院 0.5人、他の病院 0.5人、診療所 0.1人)→× 

 

（２）その他所要の改正を行う。 

 

３ 施行予定年月日 

  令和８年４月１日（令和８年度派遣計画から適用） 
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へき地医療支援病院の指定基準（案） 新旧対照表 

新 旧 

１ 指定基準 

(1)へき地診療所及びへき地医療拠点病

院に対し、指定を受けようとする病

院の常勤換算医師数(前年度の立入検

査による数値の小数点第二位以下を

切り捨てたもの。）の３％（以下「基

準派遣数」という。）を上回る人数の

医師（当該病院が雇用する常勤医

師）派遣を行うものとする。 

ただし、次のア及びイに該当する

場合は、当該医療機関の常勤換算医

師数（前年度の立入検査による数値

又は根拠を示した数値の小数点第二

位以下を切り捨てたもの。）に２分の

１を乗じて得た値を、指定を受けよ

うとする病院の常勤換算医師数に加

えて基準派遣数を算出すること。 

 

ア 指定を受けようとする病院の開設

者が、他にも病院を開設している場

合 

 

イ 指定を受けようとする病院の開設

者が開設している診療所から医師を

派遣し、(1)の医師派遣数に算入する

場合 

 

(2)指定を受けようとする病院が開設し

ている医療機関からの医師（当該医

療機関が雇用する常勤医師）派遣数

を(1)の医師派遣数に算入する場合、

指定を受けようとする病院から派遣

する医師数が過半数を占めるものと

する。 

 

２ 派遣人数の換算方法 

(1) へき地診療所への派遣 

年５３日以上の派遣を行うことと

し、週１日の派遣につき０．２人と換

１ 指定基準 

へき地診療所及びへき地医療拠点 

病院に対し、指定を受けようとする病

院の常勤換算医師数（前年度の立入検

査による数値の小数点第二位以下を

切り捨てたもの。以下同じ。）の３％

（以下「基準派遣数」という。）を上

回る人数の医師（当該病院が雇用する

常勤医師）派遣を行うものとする。 

ただし、指定を受けようとする病院

の開設者が、他にも病院を開設してい

る場合は、他の病院の常勤換算医師数

に２分の１を乗じて得た値を、指定を

受けようとする病院の常勤換算医師

数に加えて基準派遣数を算出するこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 派遣人数の換算方法 

(1) へき地診療所への派遣 

年５３日以上の派遣を行うこと
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算する。（隔週で派遣する場合は、 

０．１人と換算する。また、午前のみ

又は午後のみ派遣する場合は、当該に

人数に２分の１を乗ずることとす

る。） 

 ただし、へき地診療所での勤務時

間、派遣元医療機関との往復時間等、

派遣に要する１週間当たりの総時間

数を４０で除した値が０．２を超える

場合は、当該値を派遣人数として換算

する。 

 (2) へき地医療拠点病院への派遣 

   へき地医療拠点病院での勤務時間、

派遣元医療機関との往復時間等、派遣

に要する１週間当たりの総時間数を

４０で除した値を派遣人数として換

算する。 

(3) 基準派遣数との比較 

上記(1)と(2)の合計を１週間当た

りの派遣人数とする。 

(4）医師標準数との整合 

ア 指定を受けようとする病院の 

常勤換算医師数から上記(3)のうち

当該病院からの派遣人数を減じた

値が、前年度の立入検査による当該

病院の医師標準数を下回ってはな

らない。 

イ 指定を受けようとする病院の開

設者が開設している他の病院から

医師を派遣している場合は、派遣元

の他の病院の常勤換算医師数から

上記(3)のうち当該病院からの派遣

人数を減じた値が、前年度の立入検

査による当該病院の医師標準数を

下回ってはならない。 

 

３ 指定の手続 

(1) 事前手続 

   指定を受けようとする病院は、へき

地診療所及びへき地医療拠点病院へ

医師派遣を行う旨を県（保健医療部医

とし、週１日の派遣につき０．２人

と換算する。（隔週で派遣する場合

は 、 

０．１人と換算する。また、午前の

み又は午後のみ派遣する場合は、当

該に人数に２分の１を乗ずること

とする。） 

 ただし、へき地診療所での勤務時

間、派遣元病院との往復時間等、派

遣に要する１週間当たりの総時間

数を４０で除した値が０．２を超え

る場合は、当該値を派遣人数として

換算する。 

(2) へき地医療拠点病院への派遣 

   派遣先病院での勤務時間、派遣

元病院との往復時間等、派遣に要

する１週間当たりの総時間数を４

０で除した値を派遣人数として換

算する。 

(3) 基準派遣数との比較 

上記(1)と(2)の合計を１週間当

たりの派遣人数とする。 

(4）医師標準数との整合 

指定を受けようとする病院の  

常勤換算医師数から上記(3)の派遣

人数を減じた値が、前年度の立入検

査による医師標準数を下回っては

ならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 指定の手続 

(2) 事前手続 

へき地診療所等へ医師派遣を行 
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療推進課。以下同じ。）へ申し出て派

遣先医療機関の調整等、事前協議を行

うものとする。 

 (2)～(5)略 

 

４ 留意事項 

(1) 派遣元医療機関は、派遣先医療機  

関のニーズに合った医師の派遣を

行うこと。 

  (2)(3)略 

 

おうとする病院は、その旨を県（保

健福祉部医療推進課。以下同じ）へ

申し出て派遣先の調整等、事前協

議を行うものとする。 

 

 (2)～(5)略 

 

４ 留意事項 

(1) 派遣元病院は、派遣先病院のニー

ズにあった医師の派遣を行うこと。 

  (2)(3)略 
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【参考】 

１ へき地医療支援病院 

 へき地医療支援病院は、へき地診療所及びへき地医療拠点病院に積極的に医師を

派遣する病院として県が指定し、へき地医療拠点病院とともに、県のへき地医療の

支援体制を構成している。 

また、県の医療計画に、へき地医療の確保に関する事業に係る医療連携体制に係

る医療提供施設として記載されることは、社会医療法人認定の要件の一つとなって

いる。 

 

 

２ へき地診療所への派遣要望に対する不足状況 

 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

不足数 

（診療所数） 

1.35人分 

（４診療所） 

1.45人分 

（７診療所） 

1.2人分 

（５診療所） 

  資料：医療推進課調べ 

 

 

３ 近年の医療施設従事医師数の推移 

                            （人・各年１２月末現在） 

医療圏 令和２年 令和４年 令和６年 

県南東部 3,403 3,361 3,218 

県南西部 2,131 2,149 2,153 

高梁・新見   85    83    82 

真庭    77    75    69 

津山・英田   349   364   351 

計 6,045 6,032 5,873 

  資料：医師・歯科医師・薬剤師統計（厚生労働省） 
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